
関係団体各位

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定

方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の

一部改正について(通知)

標記について、別添にて、地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国民

健康保険主管課倍円長及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課

(部)長あて通知しましたので、各位におかれましても、関係者に対し周知を図られま

すようぉ願いいたします。
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